
 

（提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法） 

【答】  

適格請求書発行事業者が適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供し

た場合において、電帳法に準じた方法により、当該電磁的記録を保存することで、消費税法に

おける適格請求書の写しの保存要件を満たすこととなります。適格請求書に係る電磁的記録を

提供した場合の保存方法の詳細については、問81《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場

合の保存方法》をご参照ください。 

 ご質問において保存する電磁的記録は、XML形式等の取引情報に関する文字の羅列とのことで

すが、請求書等のフォーマットなどにより視覚的に確認・出力されるものについては、保存要

件を満たすこととなります（電帳法一問一答【電子取引関係】問34参照）。 

 具体的には、以下の出力（印刷）イメージのように適格請求書であることが視覚的に確認で

き、内容が記載事項のどの項目を示しているか認識できるものであれば、消費税法上は、必ず

しも、適格請求書の記載事項を示す文言（「取引年月日」や「課税資産の譲渡等の税抜金額又は

税込金額を税率ごとに区分して合計した金額」という文言など）が必要となるものではありま

せん。 

なお、電帳法においては、「取引情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、

送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項）に係る電磁的記録」

を保存する必要があり（電帳法２五、７）、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、

整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があり

ます（電帳規４①柱書、２②二）。 

したがって、原則としては、電磁的に授受をした内容に含まれる「通常記載される事項」は

全て出力（表示）することができる必要がありますが、その記載事項（金額等）が一見して何

を表しているかが明らかである場合には、当該記載事項に係る項目が出力されていなくても差

し支えありません。 

ただし、授受した「通常記載される事項」に係る電磁的記録について、要件を満たして保存

を行う必要があるのでご注意ください。 

  

問 82 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提

供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、

当該電磁的記録が XML形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保

存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの

程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言（例えば、

「取引年月日」という文言）も必要となるのでしょうか。【令和４年 11 月追加】【令和５年

10月改訂】 
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㈱○○ 御中       XX年 11月 30日 

             △△商事㈱ 

             登録番号 T123… 

                       54,800 

XX/11/1 ビール 課 10％ 30,000 

XX/11/1 缶詰 軽 8％ 8,000 

XX/11/9 ビール 課 10％ 10,000 

XX/11/9 缶詰 軽 8％ 2,000 

請求時消費税〈10％〉 4,000 

請求時消費税〈8％〉 800 

課税 10％ 税込額 44,000 

内消費税 4,000 

課税 8％ 税込額 10,800 

内消費税 800 

 


